
　

古
代
、
神
様
を
お
祀
り
す
る
建
物
を
「
ヤ
シ
ロ
（
屋
代
）
」

と
呼
び
、
祭
祀
毎
に
建
て
ら
れ
ま
し
た
が
、
時
が
進
む
に
つ

れ
て
呼
び
名
も
「
ミ
ヤ
（
宮
）
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
り
ま
す
。

そ
れ
は
ま
た
建
物
が
小
規
模
か
ら
大
規
模
に
な
っ
た
こ
と
の

現
れ
で
も
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
こ
の
大
規
模
化
は
年
毎
の
、

ま
た
祭
祀
毎
に
祭
場
を
一
新
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま

し
た
。

　

新
し
い
御
殿
を
創
建
し
大
神
様
に
お
遷
り
い
た
だ
く
神
事

は
、
神
社
に
と
っ
て
は
第
一
の
重
儀
で
あ
り
ま
す
。
伊
勢
の

神
宮
に
お
い
て
二
十
年
に
一
度
行
わ
れ
る
式
年
遷
宮
が
特
に

有
名
で
す
。
大
神
様
が
お
鎮
ま
り
に
な
る
御
殿
を
新
た
に
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
大
神
様
の
御
神
威
も
ま
す
ま
す
昂
（
た

か
ま
）
り
ま
す
。
そ
の
御
神
威
を
い
た
だ
い
て
こ
そ
、
私
た

ち
の
生
命
力
が
強
め
ら
れ
る
と
い
う
、
日
本
人
の
信
仰
心
の

現
れ
で
も
あ
る
の
で
す
。

　

一
方
日
本
人
は
、
物
も
心
も
有
限
で
あ
る
と
い
う
考
え
方

を
基
底
に
も
っ
て
い
ま
す
。
有
限
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
た
え

ず
新
し
い
も
の
に
更
新
し
続
け
、
確
実
に
後
世
に
伝
え
て
い

く
と
い
う
努
力
と
作
業
を
繰
り
返
し
て
き
ま
し
た
。
つ
ま
り

生
命
の
継
承
と
い
え
ま
す
。
当
神
社
に
お
き
ま
し
て
も
、
江

戸
時
代
の
初
め
元
和
八
年
（
一
六
二
二
年
）
に
創
建
さ
れ
た

現
在
の
御
本
殿
が
、
令
和
四
年
に
創
建
四
百
年
の
佳
節
を
迎

え
ま
す
。
そ
れ
を
記
念
し
て
現
在
「
令
和
の
大
造
営
」
工
事

が
遂
行
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
中
、
大
神
様
を
現
在

の
本
殿
か
ら
仮
殿
に
お
遷
し
申
し
上
げ
る
「
仮
殿
遷
座
祭
」
が

浄
闇
の
中
、
斎
行
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
「
仮
殿
遷
座
祭
」
は
、

祖
先
か
ら
伝
わ
っ
た
大
神
様
へ
の
崇
敬
の
真
心
を
子
孫
に
受

け
継
い
で
い
く
た
め
の
、
大
切
な
神
事
の
一
つ
な
の
で
す
。

　

大
神
様
は
こ
れ
か
ら
令
和
四
年
秋
の
正
遷
座
祭
ま
で
の
約

二
年
半
の
間
、
こ
の
仮
殿
に
お
鎮
ま
り
に
な
ら
れ
ま
す
。
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●
令
和
の
大
造
営
始
ま
る

　

御
本
殿
創
建
四
百
年
目
と
な
る
令

和
四
年
の
佳
節
に
向
け
て
、
平
成
二
十

九
年
三
月
に
御
本
殿
創
建
四
百
年
記
念

事
業
委
員
会
を
組
織
し
「
令
和
の
大
造

営
」
を
進
め
て
参
り
ま
し
た
。
い
よ
い

よ
建
設
詳
細
も
整
い
、
令
和
元
年
八
月

十
七
日
、
四
百
年
記
念
事
業
委
員
会
堀

茂
夫
委
員
長
を
は
じ
め
と
す
る
事
業
委

員
会
の
皆
様
の
ご
参
列
の
も
と
、
御
本

殿
創
建
四
百
年
事
業
開
始
奉
告
祭
を
斎

行
し
、
令
和
の
大
造
営
の
開
始
を
大
神

様
に
奉
告
い
た
し
ま
し
た
。

●
造
営
へ
向
け
て
の
環
境
整
備

　

ま
ず
本
殿
造
替
工
事
の
間
、
大
神

様
が
お
鎮
ま
り
に
な
る
仮
の
本
殿
並
び

に
参
拝
者
の
た
め
の
仮
拝
殿
の
建
設
、

そ
し
て
そ
の
建
設
の
た
め
に
、
手
水
舎

の
仮
移
設
や
樹
木
の
移
植
、
大
小
の
灯

施
工
会
社
の
各
代
表
に
よ
る
鍬
入
（
く

わ
い
れ
）
の
儀
と
続
き
、
関
係
者
の
見

守
る
中
粛
々
と
神
事
は
斎
行
さ
れ
ま
し

た
。

●
仮
殿
地
鎮
祭

　

二
月
七
日
晴
天
の
下
、
四
百
年
記

念
事
業
委
員
会
堀
茂
夫
委
員
長
を
は
じ

め
と
す
る
事
業
委
員
の
方
々
、
仮
殿
施

工
業
者
の
ご
代
表
、
新
本
殿
設
計
の
藤

本
様
、
そ
し
て
神
社
関
係
団
体
の
代
表

の
方
々
ご
参
列
の
も
と
、
仮
殿
地
鎮
祭

を
斎
行
い
た
し
ま
し
た
。
当
日
古
式
に

則
り
、
仮
殿
建
設
用
地
の
四
方
及
び
中

央
に
五
色
の
御
幣
と
盛
砂
を
設
け
、
午

前
十
一
時
か
ら
、
ま
ず
本
殿
に
於
い
て

奉
告
祭
を
斎
行
し
ま
し
た
。

　

続
い
て
、
仮
殿
建
設
用
地
に
場
所

を
移
し
、
四
方
清
祓
の
後
、
堀
委
員
長

と
宮
司
に
よ
る
穿
初
（
う
が
ち
ぞ
め
）

の
儀
、
斎
主
に
よ
る
鎮
物
埋
納
の
儀
、

●
仮
殿
の
建
設

　

地
鎮
祭
斎
行
の
後
、
五
月
末
の
完

成
に
向
け
、
仮
本
殿
・
仮
拝
殿
の
建
設

が
始
ま
り
ま
し
た
。
こ
の
仮
本
殿
は
、

平
成
二
十
七
年
に
斎
行
さ
れ
た
京
都
市

左
京
区
の
賀
茂
御
祖
神
社
（
下
鴨
神
社
）

第
三
十
四
回
式
年
遷
宮
で
用
い
ら
れ
た

仮
殿
を
下
賜
さ
れ
た
も
の
で
す
。

　

五
月
三
十
日
清
祓
を
斎
行
し
、
そ
の

後
諸
神
具
・
諸
祭
具
を
弁
備
し
、
い
よ

い
よ
大
神
様
を
仮
本
殿
に
お
遷
し
申
し

上
げ
る
仮
遷
座
祭
の
準
備
が
整
え
ら
れ

ま
し
た
。

籠
等
石
造
物
の
仮
撤
去
な
ど
、
順
次
仮

本
殿
・
仮
拝
殿
建
設
の
た
め
の
環
境
整

備
を
進
め
て
き
ま
し
た
。

●
仮
殿
遷
座
祭

　

現
在
の
本
殿
か
ら
仮
殿
へ
大
神
様
を

お
遷
し
申
し
上
げ
る
「
仮
殿
遷
座
祭
」

が
六
月
十
一
日
浄
夜
の
中
、
斎
行
さ
れ

ま
し
た
。
ま
ず
現
在
の
本
殿
に
お
い
て
、

新
た
な
仮
殿
へ
お
遷
し
申
し
上
げ
る
旨

大
神
様
に
祝
詞
を
奏
上
す
る
本
殿
祭
を

斎
行
、
そ
の
後
笏
拍
子
の
合
図
に
よ
り

境
内
の
照
明
が
一
斉
に
消
灯
し
、
雅
楽

の
荘
厳
な
音
色
と
神
職
・
奉
仕
者
に
よ

る
「
お
ー
」
と
い
う
警
蹕
（
け
い
ひ
つ
）

の
声
が
響
く
中
、
大
神
様
が
出
御
さ
れ
、

遷
御
の
儀
が
始
ま
り
ま
し
た
。

　

秉
燭
（
ひ
ょ
う
し
ょ
く
）
と
い
う
明

か
り
で
足
下
を
照
ら
し
な
が
ら
、
大
神

様
を
輿
に
奉
安
し
、
そ
の
周
り
を
純
白

の
絹
垣
に
囲
ま
れ
て
仮
殿
へ
と
進
み
ま

す
。
ま
た
本
殿
か
ら
仮
殿
へ
と
進
ま
れ

る
大
神
様
の
真
下
に
は
布
単
（
ふ
た
ん
）

と
い
う
白
い
布
が
敷
か
れ
ま
す
。

完 成 予 想 図

東門前仮手水舎

仮 殿 地 鎮 祭

仮 殿 遷 座 祭
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厳
か
な
る
御
列
が
本
殿
か
ら
石
段
を
く

だ
り
、
仮
拝
殿
正
面
か
ら
仮
本
殿
に
入

御
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
本
殿
造
替

工
事
の
間
仮
殿
に
お
鎮
ま
り
い
た
だ
く

旨
大
神
様
に
奏
上
、
参
列
者
が
玉
串
を

奉
奠
し
て
、
約
一
時
間
半
の
遷
座
祭
が

終
了
し
ま
し
た
。

　

今
年
八
月
よ
り
、
明
治
十
三
年
に
建

設
さ
れ
ま
し
た
幣
殿
と
拝
殿
の
解
体
工

事
、
お
よ
び
元
和
八
年
に
創
建
さ
れ
ま

し
た
本
殿
の
修
理
に
取
り
か
か
り
ま
す
。

造
営
工
事
の
間
、
ご
参
拝
・
ご
祈
祷
等

は
仮
殿
に
て
通
常
通
り
行
う
こ
と
が
出

来
ま
す
。
ご
参
拝
の
皆
様
に
は
何
か
と

ご
不
便
を
お
掛
け
い
た
し
ま
す
が
、
ご

理
解
・
ご
協
力
を
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お

願
い
申
し
上
げ
ま
す
。　

●
人
形
奉
焼
祭
斎
行

　

四
月
八
日
、
恒
例
の
人
形
奉
焼
祭
が

斎
行
さ
れ
ま
し
た
。
氏
子
崇
敬
者
よ
り

持
ち
寄
せ
ら
れ
た
多
く
の
人
形
を
祈
祷

の
上
奉
焼
い
た
し
ま
し
た
。

●
ご
奉
賛
へ
の
御
礼

　

令
和
元
年
十
月
よ
り
、
氏
子
・
崇
敬

者
の
皆
様
に
御
本
殿
創
建
四
百
年
記
念

事
業
「
令
和
の
大
造
営
」
へ
の
ご
奉
賛

を
お
願
い
申
し
上
げ
た
と
こ
ろ
、
数
多

く
の
方
々
か
ら
御
篤
志
を
賜
り
ま
し
た
。

こ
こ
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
今

後
と
も
、
事
業
完
遂
の
た
め
格
別
の
ご

支
援
・
ご
協
力
を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願

い
申
し
上
げ
ま
す
。

●
祈
年
祭
斎
行

　

四
月
十
八
日
午
後
二
時
よ
り
、
祈
年

祭
を
斎
行
し
、
国
の
隆
昌
並
び
に
氏
子

崇
敬
者
の
皆
様
の
ご
健
康
・
ご
多
幸
を

御
祈
願
い
た
し
ま
し
た
。

　

例
年
で
あ
り
ま
し
た
ら
、
奉
賛
会
会

員
の
皆
様
ご
参
列
の
も
と
本
神
事
を
斎

行
い
た
し
て
お
り
ま
す
が
、
今
年
は
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
拡
大
を
防

止
す
る
た
め
、
総
代
の
み
の
参
列
と
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

ま
た
祈
年
祭
に
合
わ
せ
て
、
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
流
行
鎮
静
祈
願

も
斎
行
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

●

「
大
祓
・輪
く
ぐ
り
神
事
」
並
び

に
「
夏
祭
」
の
変
更

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
防

止
の
た
め
、
残
念
な
が
ら
以
下
の
よ
う

に
祭
事
を
変
更
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

◇
六
月
三
十
日
例
年
午
後
二
時
か
ら
斎

行
し
て
お
り
ま
す
「
大
祓
・
輪
く
ぐ
り

神
事
」
並
び
に
「
人
形
祓
神
事
」
は
中

止
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
早
朝
に
神
職
の

み
で
斎
行
い
た
し
ま
す
。
「
茅
の
輪
」

は
そ
の
後
終
日
仮
殿
前
に
設
置
い
た
し

ま
す
。
ど
う
ぞ
ご
自
由
に
ご
参
拝
下
さ

い
。

◇
七
月
十
三
・
十
四
日
「
夏
祭
」
、
仮

殿
に
て
神
事
の
み
を
斎
行
し
、
例
年
の

神
輿
・
太
鼓
の
氏
子
地
域
へ
の
巡
幸
・

巡
行
は
中
止
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
対

応
す
べ
く
大
阪
府
に
出
さ
れ
て
い
た

「
緊
急
事
態
宣
言
」
が
先
般
解
除
さ
れ

ま
し
た
が
、
ま
だ
ま
だ
気
を
緩
め
ら
れ

ま
せ
ん
。
当
神
社
で
も
こ
れ
ま
で
の
通

り
消
毒
液
の
設
置
並
び
に
失
礼
か
と
も

思
い
ま
す
が
マ
ス
ク
着
用
等
に
て
対
応

し
て
参
り
ま
す
。

仮 殿 遷 座 祭
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こ
れ
か
ら
の
行
事
予
定

九
月
十
日

末
社
琴
平
神
社
例
祭

十
一
月
中
随
時

祈
祷
者
に
お
守
り

お
み
や
げ
授
与

七
五
三
詣

十
月
十
日  

午
前
十
時
斎
行

例
大
祭
（
秋
祭
）

十
一
月
二
十
日

末
社
恵
美
須
神
社
例
祭

十
一
月
二
十
二
日

天
石
門
別
神
社
記
念
祭

十
二
月
三
十
一
日

大
祓
・
除
夜
祭

　平成１７年４月に開設いたしました茨木神社公式ホームぺージですが、令和２年５月に

全面リニューアルし、さらにスマートフォンにも対応いたしました。茨木神社の由緒や歴

史、そして現在の様子をお伝えするのはもちろんのこと、氏子地域の歴史や伝承なども積

極的に発信して参りたいと思っています。まずトップページには氏子・崇敬者の皆様への

お知らせを掲載し、迅速な情報の伝達を図ります。さらに「よくあるご質問」のページも

設置し、皆様の知りたい情報を的確にお伝えしていきます。

　またホームページ全面リニューアルに先立ち、令和２年３月には茨木神社公式インスタ

グラムも開設いたしました。四季折々の神社の風景をお伝えして参ります。どうぞご覧下

さい。

公式ホームページ 公式インスタグラム

茨木神社公式ホームページ全面リニューアル
                        ・公式インスタグラム開設

公式ホームページ https://www.ibarakijinja.or.jp

公式インスタグラム https://www.instagram.com/ibarakijinja.official

（常時  SSL  化のため、 URL  を一部変更しています。）


